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個人所有の木造戸建住宅（２階建て以下 500㎡以下）で

耐震診断士派遣 新
潟
市
で
は

す
る
た
め
、
耐

ま
た
、
段
階

を
補
助
し
て

○対象住宅

個人所有の木造戸建住宅（２階建て以下・500㎡以下）で、
昭和５６年５月３１日以前に建築されたもの

高齢者のみの世帯・障がい者等居住世帯（※１）････････

上記以外の世帯（280㎡以下の場合）･････････････････

※１ 高齢者：６５歳以上の方
障がい者等：要介護認定者・要支援認定者、身体障害者（１級・２級）、療育手帳Ａ交付者

は
、
超
高
齢
社
会
を

耐
震
診
断
や
耐
震

階
的
に
行
う
耐
震
改

て
い
ま
す
。

○自己負担額

上記以外の世帯（280㎡以下の場合）･････････････････

耐震設計補助

市制度による耐震診断で上部構造評点が１．０未満の住宅

を
迎
え
る
な
か
で
、

震
設
計
、
耐
震
改
修

改
修
工
事
や
耐
震

○対象住宅

○補助額

耐震シェルター・防災ベッド設置補助

耐震設計費（※２）の１／２以内 （上限 １０万円 ） 、
地
震
に
よ
る
建
物

修
工
事
・建
替
え
工
事

震
改
修
工
事
と
同
時

耐震改修工事等の補助金については裏面へ

※２ 住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする工事のための設計

○補助額

市制度による耐震診断で上部構造評点が１．０未満の住宅で、
高齢者のみの世帯・障がい者等居住世帯（※１）

設置工事費の （上限 ）

物
の
倒
壊
等
に
よ
る

事
費
の
一
部
を
補

時
に
行
う
リ
フ
ォ
ー

○対象住宅・世帯

○補助額

家具転倒防止工事補助

る
人
命
へ
の
被
害
を

補
助
し
て
い
ま
す
。

ー
ム
工
事
の
費
用
の

対象工事費（※４）の （上限 ）

上記工事と同時にその他のリフォーム工事を行う場合

家具１か所あたり の自己負担額で可能

高齢者のみの世帯・障がい者等居住世帯（※１）

（上限３か所）

を
軽
減

の
一
部

新潟市に登録した施工事業者に依頼した場合（※３）

○対象世帯

○自己負担額

申請の受付期間・申請書等の入手方法

◎ 申請書・パンフレットは建築行政課で入手できるほか、市ホームページでもダウンロード可能

予算に限りがありますので、期間内でも受付を終了する場合があります。
既に工事や設計に着手している場合、補助金の交付申請はできません。

※３ 任意の施工業者に工事を依頼することも可能（詳細は要問合せ）

お問い合わせ

新潟市 建築部 建築行政課
０２５-２２６-２８４１（直通）

住宅耐震 検索
※このリーフレットは補助制度の概要についてまとめたものです。

詳細については上記までお問い合わせ又は新潟市ホームページ内で
2402-4

裏面もあります



耐震改修工事補助

市制度による耐震設計（裏面参照）に基づく耐震改修工事（住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする）

○対象工事

高齢者のみの世帯・障がい者等居住世帯（※１）の場合

耐震改修工事費の１／２以内 （上限７ ５ 万円 ）

耐震改修工事費の１／３以内 （上限５５万円 ）

段階的耐震改修工事補助

○補助額

（下記）を同時に申請できます。

段階的耐震改修工事補助

市制度による耐震設計（裏面参照）に基づく段階的耐震改修工事

[１]第１段階 [２]第２段階

① 階別型 １階部分の上部構造評点を1.0以上とする
住宅全体の上部構造評点を1.0以上とする

② 評点型 住宅全体の上部構造評点を0.7以上とする

○対象工事

[1]段階的耐震改修工事費の１／３以内 （上限 ５５万円 ）
高齢者のみの世帯・障がい者等居住世帯（※１）の場合

[1]段階的耐震改修工事費の１／３以内 （上限 ５５万円 ）

[２]段階的耐震改修工事費の１／３以内 （上限 ５５万円 ）

② 評点型 住宅全体 上部構造評点を 以上とする

○補助額

（下記）を同時に申請できます。
（第１段階又は第２段階

[1]段階的耐震改修工事費の１／３以内 （上限 ５５万円 ）

[２]段階的耐震改修工事費の１／３以内 （上限 ５５万円 ）

耐震改修等促進リフォーム補助

市制度による耐震改修工事・段階的耐震改修工事と同時に行うその他のリフォーム工事
（消費税を除く当該工事費が10万円以上の場合に限る ）

○対象工事

（第１段階又は第２段階
のいずれか１度限り）

（消費税を除く当該工事費が10万円以上の場合に限る。）

対象工事費（※４）の１／３以内 （上限 ５５万円 ）

建替え耐震化補助

※４ 対象外となるもの（例）
・他の補助制度の対象となる工事費
・家具・電化製品等の備品の購入費
・外構・通信設備・別棟倉庫等の工事費
・併用住宅の非住宅部分（店舗等）の工事費

○補助額

○対象 事

高齢者のみの世帯・障がい者等居住世帯（※１）の場合

市制度による耐震診断（裏面参照）の上部構造評点が１．０未満の住宅の建替え耐震化工事（※５）

建替え耐震化工事費（※４）の１／２以内 （上限 ７５ 万 円 ）

建替え耐震化工事費（※４）の１／３以内 （上限 ５５万円 ）

※５ 工事の条件（抜粋）
・申請者自らが建替え後に居住
すること
・同一敷地内での建替え
・全部建替え（別棟の倉庫等は除く）

・12月末までに建替え工事完了

○対象工事

○補助額

申請の受付期間・申請書の入手方法等

◎ 申請書・パンフレットは建築行政課で入手できるほか、市ホームページでもダウンロード可能

予算に限りがありますので、期間内でも受付を終了する場合があります。

既に工事や設計に着手している場合、補助金の交付申請はできません。

建替え耐震化工事費（※４）の１／２以内 （上限 ７５ 万 円 ） 12月末までに建替え工事完了

お問い合わせ

新潟市 建築部 建築行政課
０２５-２２６-２８４１（直通）

住宅耐震 検索
※このリーフレットは補助制度の概要についてまとめたものです。

詳細については上記までお問い合わせ又は新潟市ホームページ内で
2402-4


